
 

 

こども家庭庁の事務連絡『第三期市町村子ども・子育て支援事業計画における

「量の見込み」算出等の考え方について』（R6.10.10）を踏まえた変更点 

 

 

※妊婦等包括相談支援事業と妊婦等応援給付金事業を分けて記載 

※こども誰でも通園制度の事業名を「乳児等通園支援事業」と記載 

※新事業「産後ケア事業」及び「乳児等通園支援事業」の量の見込を算出 

 

 ページ 変更内容 

１ Ｐ52 子育てに伴う経済的負担の軽減に主な取組として「妊婦のための

支援給付金を支給」、取組みの概要に「妊娠・出産期の経済的負担

を軽減するため、妊婦に対し、給付金を支給。」を追加します 

２ Ｐ57 「こども誰でも通園制度の実施」を「乳児等通園支援事業（こど

も誰でも通園制度）の実施 ※令和８年度から実施」に変更しま

す 

３ Ｐ57・61 「妊婦等応援給付金事業・妊婦等包括相談支援事業」を「妊婦等

包括相談支援事業の実施」とし、取組みの概要を「妊娠期から出

産・子育て期までの切れ目のない相談支援を実施。」に変更します 

４ Ｐ73 （３）妊婦等包括相談支援事業 

（５）産後ケア事業            【別紙】のとおり 

５ Ｐ76 （12）乳児等通園支援事業        【別紙】のとおり 

 

 

●その他 

 ページ 変更内容 

 Ｐ74 

 

（８）子育て世帯訪問支援事業の確保の内容 

○実施機関  こども家庭センター 

○委託先   訪問介護サービス事業者等    に変更します 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て R6② 

資料３ 



【別紙】 

 

P73 

 

3回 3回 3回 3回 3回

3,496回 3,426回 3,368回 3,316回 3,266回

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P76 

 

 

 


